
川崎市子ども夢パーク条例施行規則の一部を

改正する規則の制定について

議案第３号



川崎市子ども夢パーク条例施行規則の一部を改正する規則 

川崎市子ども夢パーク条例施行規則（平成１５年川崎市教育委員会規則第９

号）の一部を次のように改正する。 

第７条の表中 

「 

学習交流スペース 

          」 

を 

「 

学習交流スペース 

多目的ホール１ 

多目的ホール２ 

          」 

に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和３年５月１日から施行する。 
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制 定 理 由 

独占利用を許可する施設の増設を行うため、この規則を制定するものである

。 
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川崎市子ども夢パーク条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

改正後 改正前 

○川崎市子ども夢パーク条例施行規則 ○川崎市子ども夢パーク条例施行規則 

平成15年６月20日教委規則第９号 平成15年６月20日教委規則第９号

 （第１条～第６条 略）  （第１条～第６条 略） 

（独占利用を許可する施設） （独占利用を許可する施設） 

第７条 条例第10条第１項に規定する夢パークの施設は、次のとおりとする。第７条 条例第10条第１項に規定する夢パークの施設は、次のとおりとする。

施設名 施設名 

フリースペース フリースペース 

スタジオＡ スタジオＡ 

スタジオＢ スタジオＢ 

全天候広場 全天候広場 

学習交流スペース 学習交流スペース 

多目的ホール１ （新設） 

多目的ホール２ （新設） 

屋外広場 屋外広場 

ログハウス ログハウス 

 （以下 略）  （以下 略） 
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